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○高瀬分譲地温泉施設管理要綱 

平成２７年３月３日 

告示第４６号 

改正 平成２８年３月２９日告示第９５号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、大町市平高瀬分譲地（以下「分譲地」という。）における温泉の

供給に関して、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 配湯施設 大町市温泉引湯事業が所管する供給槽から分岐した導管（以下

「配湯管」という。）及びこれに付随する市が所有する施設をいう。 

（２） 給湯装置 配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯

器具をいう。 

（３） 流量管理装置 給湯装置上に設けられた供給湯量を管理するための装置を

いう。 

（４） 温泉利用権 分譲地において温泉の供給を受けるための権利をいう。 

（温泉の給湯方法等） 

第３ 温泉は、配湯施設に接続した給湯装置から給湯するものとし、その量の単位は、

流量管理装置において毎分１．５リットルをもって１口とする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、温泉の供給を制限し、又は

停止することはできない。 

（１） 災害等不測の事由により給湯が困難になったとき。 

（２） 配湯施設又は給湯装置が損傷したとき。 

（３） 大町市温泉引湯事業の分湯槽の湯量が減少若しくは停止又は温度が著しく

低下したとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、やむを得ない事由のため給湯ができないとき。 

３ 温泉の標準温度は、分湯槽において摂氏７０度とする。 

４ 市長は、第２項各号の事由により温泉の供給を制限し、又は停止をしようとする

場合は、あらかじめその旨を給湯装置の所有者又は使用者（以下「使用者等」とい

う。）に通知しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限

りでない。 

５ 第２項各号の事由により温泉の供給を制限し、又は停止をしたことによって使用

者等に生じた損害は、市はその責めを負わない。 

６ 流量管理装置の位置は、市長と使用者等の協議により決定するものとし、その位

置を変更しようとする場合も同様とする。 

（温泉の供給申請） 

第４ 新たに温泉の供給（第５において「新規供給」という。）を受けようとする者

又は温泉の供給量を変更しようとする者は、市長に温泉供給申請書（様式第１号）

を提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、利用場所、配湯量等を総合的に
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判断し、適当と認めたときは承諾の通知をするものとする。 

（権利料） 

第５ 第４の規定による新規供給又は供給量の変更の承諾（供給量の増加についての

承諾に限る。）を受けた者は、温泉利用権として１口につき６０万円（以下「権利

料」という。）を納入しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が公益上その他特別な理由があると認めたときは、

権利料を軽減し、又は免除することができる。 

３ 第１項の規定による権利料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると

認めたときは、この限りでない。 

（温泉供給契約の締結） 

第６ 第４の規定により新規供給又は供給量の変更の承諾を受けた者は、別に定める

温泉供給契約（以下「契約」という。）を締結しなければならない。 

（代理人） 

第７ 使用者等が市内に居住しないときは、使用者等は、この要綱に規定する使用者

等が行うべき事項を処理させるための代理人を置かなければならない。 

２ 前項の代理人は、市内に居住する者でなければならない。 

（給湯装置の管理責任） 

第８ 使用者等並びに使用者等の家族、同居人、雇人等は、給湯状況に異常があると

認めたときは、直ちに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、給湯装置の修繕その他必要な措置（以下「修繕等」という。）を講ずる

ことが必要であると認めたときは、当該修繕等を講ずることができる。 

３ 前項の給湯装置の修繕等に要する費用は、第１３に規定する区分により負担する。

ただし、市長が特に認めたときは、使用者等の負担分の全部又は一部を市が負担す

ることができる。 

（届出事項） 

第９ 使用者等は、温泉の使用を開始し、休止し、又は廃止するときは、あらかじめ

市長に温泉使用（変更）届（様式第２号）を提出しなければならない。 

２ 使用者等は、温泉利用権及び給湯装置の所有者名又は住所等に変更があったとき

は、速やかに市長に温泉利用権・給湯装置所有者名等異動届（様式第３号）を提出

しなければならない。 

（工事の申請） 

第１０ 給湯装置の新設、増設、改造又は撤去工事（以下「工事」という。）をしよ

うとする者は、給湯装置工事申請書（様式第４号）に必要な承諾書等を添えて、市

長に提出し、市長の確認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、現地を調査し、承認又は否認の通

知をするものとする。 

（工事の施行） 

第１１ 工事の設計及び施行は、大町市水道給水条例（昭和３０年条例第１６号）第

１９条第１項に定める指定給水装置工事事業者によらなければならない。 

２ 工事がしゅん工したときは、給湯装置工事しゅん工届（様式第５号）により直ち

に市長に届け出て、市長の検査を受けなければならない。 
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（構造及び材質） 

第１２ 工事は、市長が認めた構造及び材質によらなければならない。 

（工事費用の負担） 

第１３ 工事に係る費用のうち、配湯管から流量管理装置まで（１次止湯栓から流量

管理装置までの給湯管は除く。）は市が負担し、その他は使用者等が負担するもの

とする。 

（給湯装置の変更） 

第１４ 市長は、配湯施設の移転その他の理由によって、給湯装置の変更工事を必要

とするときは、使用者等の同意を得ずに当該工事を施行することができる。 

２ 前項に規定する工事費は、当該工事の施行を必要とする原因又は事由を生じさせ

た者の負担とする。 

（利用料の支払い義務） 

第１５ 使用者等は、第６の規定による契約を締結し、かつ、次の各号のいずれかに

該当する場合においては、第１６に規定する温泉施設維持管理に要する費用（以下

「利用料」という。）を支払わなければならない。 

（１） 給湯装置を設置し、温泉供給が受けられる状態にあるもの 

（２） 給湯装置を設置していないが、契約締結後１年を経過したもの 

２ 温泉利用権を放棄した場合を除き、使用者等は、温泉供給の休止中も利用料を支

払わなければならない。 

（利用料） 

第１６ 利用料は、１口につき月額１１，０００円に、当該金額に温泉の利用月にお

ける消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に定める消費税の税率を乗じて得た額

及びその額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める地方消費税の税率を

乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。 

（利用料の特例） 

第１７ 月の中途において、温泉の利用を新たに開始し、又は廃止したときの利用料

は、次のとおりとする。 

（１） 使用日数が１５日以内のとき 月額の２分の１に相当する額 

（２） 使用日数が１５日を超えるとき 月額に相当する額 

（利用料の徴収方法） 

第１８ 利用料の徴収方法は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。 

２ 納入通知書は、３月ごとに発行し、遅くとも納期限の１０日前までに使用者等に

これを交付するものとする。 

３ 使用者等は、前項の納入通知書により、発行月の末日までに利用料を納付しなけ

ればならない。 

４ 前項の納期限が休日（大町市の休日を定める条例（平成２年条例第１５号）第１

条第１項に規定する休日をいう。）に当たるときは、その翌日までに納付しなけれ

ばならない。 

（利用料の減額） 

第１９ 温泉供給が停止若しくは減少又は供給温度が第３第３項の標準温度より低

下したときは、別表第１及び別表第２に定めるところにより、それぞれの状態に応
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じ利用料を減額するものとする。 

２ 前項の規定により減額となる利用料の額は、当該月以降の利用料において精算す

るものとする。 

（調査及び身分証明） 

第２０ 市長は、給湯装置の検査及び給湯状況の調査その他温泉の管理上必要がある

と認めたときは、その職員に使用者等の敷地内に立ち入らせることができる。 

２ 前項の規定により職員が検査及び調査をしようとするときは、その身分を示す証

明書を携帯し、求めに応じて提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（停止処分等） 

第２１ 使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その理由が継続

する間の給湯を停止し、及びその理由による損害があったときは、これを原因者に

賠償させることができる。 

（１） 利用料を納期限までに納入しないとき。 

（２） 第１０第２項に規定する承認を受けないで、工事をしたとき。 

（３） 市長へ届け出ることなく、温泉利用権を第三者へ貸与、譲渡又は売却した

とき。 

（４） 市長の許可なく流量管理装置を操作したとき。 

（５） 給湯装置を故意又は過失により損傷又は滅失したとき。 

（６） 前各号のほか温泉の適正な供給に支障を与え、又はそのおそれのあるとき。 

２ 市長は、前項の規定による給湯の停止の処分をしようとするときは、当該処分の

予定者に対し給湯停止予告書を交付するものとする。 

３ 前項の予告書が交付不能の場合、大町市公告式条例（昭和２９年条例第１号）第

２条第２項に規定する掲示場に公告することによって、効力を生ずるものとする。 

（停止処分中の利用料） 

第２２ 第２１の規定により、温泉の供給を停止した場合にあっても、使用者等は停

止期間中の利用料を納入しなければならない。 

（契約の解除等） 

第２３ 市長は、第２１第１項各号の規定に該当する事由について、停止処分後にお

いても是正される見込みがないときは、契約を解除することができる。 

２ 前項の規定により契約を解除したときは、温泉利用権も消失するものとし、市長

は当該使用者等に温泉供給契約解除通知書（様式第６号）を交付するものとする。 

（給湯装置の切離し） 

第２４ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、温泉の管理上必要があると

認めたときは、給湯装置を切り離すことができる。 

（１） 第２３の規定により契約を解除し、かつ、使用者等が９０日以上所在不明

のとき。 

（２） 温泉の使用が廃止又は停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認

めたとき、又は給湯装置が公益上において支障があると認めたとき。 

（委任） 
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第２５ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、一般社団法人

信州・長野県観光協会（以下「協会」という。）と温泉供給契約を締結していた者

及び協会から温泉供給の許可を受けていた者のうち、施行日以後継続して温泉供給

を受けようとするものは、第５第１項の規定による相当分の権利料を支払い、第６

の規定による契約を締結したものとみなす。 

附 則（平成２８年３月２９日告示第９５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の規定に基づいてなされた処分、

手続、不服申立てその他の行為については、なお従前の例による。 

別表第１（第１９関係） 

温泉利用料減額基準 

温泉供給状態 減額基準 

温泉供給が停止した場合 利用料は、停止の日数に応じて減額する。ただし、あらか

じめ計画された１日未満の停止を除く。 

温泉供給量が減量し、又は

供給温度が標準温度より

低下した場合 

利用料は、温泉供給カロリー指数により１月を単位として、

次表のとおり減額する。 

別表第２（第１９関係） 

温泉利用料減額表 

カロリー指数 利用料減額

率 

利用料徴収

率 

カロリー指数 利用料減額

率 

利用料徴収率 

６８以上 ０％ １００％ ５８ ５３％ ４７％ 

６７ ５ ９５ ５７ ５８ ４２ 

６６ １１ ８９ ５６ ６３ ３７ 

６５ １６ ８４ ５５ ６８ ３２ 

６４ ２１ ７９ ５４ ７４ ２６ 

６３ ２６ ７４ ５３ ７９ ２１ 

６２ ３２ ６８ ５２ ８４ １６ 

６１ ３７ ６３ ５１ ８９ １１ 

６０ ４２ ５８ ５０ ９５ ５ 

５９ ４７ ５３ ５０未満 １００ ０ 

カロリー指数算出計算式 

基本温泉供給量（１月）……………………………………V（単位：リットル） 
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減量後の温泉供給量（１月）………………………………V’（単位：リットル） 

基本温泉温度（第３第３項の規定による温度）…………T（単位：℃） 

低下後の温泉温度（１月加重平均）………………………T’（単位：℃） 
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様式第１号（第４関係） 

様式第２号（第９関係） 

様式第３号（第９関係） 

様式第４号（第１０関係） 

様式第５号（第１１関係） 

様式第６号（第２３関係） 

 


